
予 算 要 求 資 料 

令和２年度 3 月補正予算 支出科目 款：民生費 項：児童福祉費 目：家庭児童福祉費 

事業名 児童家庭支援センター運営費補助金 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

      健康福祉部 子ども・女性局 子ども家庭課 児童養護第二係  

電話番号：058-272-1111（内 2636）  

E-mail：c11217@pref.gifu.lg.jp 

 

１ 事業費 補正要求額 5,916 千円（現計予算額：91,345 千円） 

＜財源内訳＞  

 

区 分 

 

事業費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財産

収入 寄附金 その他 県 債 
一 般 

財 源 

現計 

予算額 

91,345 45,672 0 0 0 0 0 0 45,673 

補正 

要求額 

5,916 2,958 0 0 0 0 0 0 2,958 

決定額 5,916 2,958 0 0 0 0 0 0 2,958 

 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題）及び事業内容 

○現状 

・県内の令和元年度児童虐待対応件数は 2,280 件（児家セン開設当初の平成

10 年度：102 件）と過去最多となり、近年児童虐待事案が重篤化している。 

・平成 10 年に県内に初めて児童家庭支援センター（以下「児家セン」）が整備

されてから 20 年が経過。この間、管内子ども相談センター（以下「子相」）

を補完する機関として、各圏域 1 か所ずつ計 5 か所の児家センが設置、運営

されてきた。 

 

＜県内の児童家庭支援センター（５か所）＞ 

子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」（岐阜市） 

大野子ども家庭支援センターこころ（大野町） 

子ども家庭支援センターとも（関市） 

子ども家庭支援センター麦の穂（中津川市） 

ひだ子ども家庭支援センターぱすてる（高山市） 

 

 

 

 

 



＜事業内容＞ 

・子相において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退

所後間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及び

その家庭の指導を、児家センが委託を受けて行う。 

・児家センは各圏域において子相を補完する機関として、関係機関との役割

分担を明確化する。その上で、「児童家庭支援センター整備・運営基準」

に基づき、家族再統合等の在宅支援、里親委託推進、児童家庭相談への対

応を行い、地域の児童家庭の福祉向上を図る。 

○課題 

・相談対応について、子相職員が重度な児童虐待事案への緊急、高度な対応

に専念するため、継続的な指導や支援等を児家センに委託していく必要が

ある。 

・各圏域での児童虐待等児童家庭相談の対応数によると、各圏域で児家セン

が対応すべき一定のニーズが認められる。 

    

（２）県負担・補助率の考え方：国１／２ 県１／２ 

 

（３）類似事業の有無：無 

 

３ 事業費の積算内訳                  （単位：千円） 

事業内容 金額 事業内容の詳細 

補助金 5,916 児童家庭支援センター運営費（5 箇所） 

合計 5,916  

 

 決定額の考え方  

 

 

 

４ 参考事項 

（１）国・他県の状況 

  ○厚生労働省は「社会的養護の課題と将来像（平成 27.3 月）」にて、『児童

家庭支援センターは施設と地域をつなぐ機関として増やし、将来は児童

養護施設や乳児院の標準装備としていく』として整備を推進。 

  ○全国では 118 箇所（平成 28 年 4 月全国調査）が整備されており、各地域

の実情に応じて設置が推進されている。 

  

（２）後年度の財政負担 

   当補助金は国庫補助基準額に基づき算定しており、永続的な運営に対して、

児童家庭支援センター運営費補助金を交付することとなる。 

 

 



事 業 評 価 調 書 
□  新 規 要 求 事 業  

■  継 続 要 求 事 業 

 

１ 事業の目標と成果 

（事業目標） 

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 

相談員・心理士の配置により、専門的な児童家庭相談に対応し、子ども相

談センターを補完する機関として①地域・家庭からの相談対応、②子ども相

談センターからの受託による指導、③里親支援、④市町村の求めに応ずる事

業、⑤関係機関との連携・連絡調整を行っている。 

近年、児童虐待相談件数の増加を背景に、児童家庭支援センターの重要性

が高まっており、職員の充実と安定的な運営体制の確保が必要となる。 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 
事業 

開始前 
指標の推移 

現在値 

(前 々 年 度 末 時 点 ) 
目 標 達成率 

児童家庭支援センター

児童相談対応件数(延) 

 

(H  ) 

5,549 

（H28） 

12,208 

（H30） 

12,846 

(R1) 

14,000 

（R4） 

91.8％ 

 

児童相談所からの委託

による指導件数（実） 

 

(H  ) 

762 ※ 

（H28） 

6,252 

（H30） 

6,051 

(R1) 

7,000 

（R4） 

86.4％ 

 

○指標を設定することができない場合の理由 

（前年度の取組） 

・事業の活動内容（児童家庭相談への対応） 

○相談対応件数                   （単位：件） 

施  設  名 実 数 
延   数 

 内、訪問・出張数 

子ども家庭支援センターぎふ はこぶね 816 2,224 214 

大野子ども家庭支援センターこころ 2,199 3,097 1,667 

子ども家庭支援センターとも 165 2,372 483 

子ども家庭支援センター麦の穂 1,576 2,195 1,021 

ひだ子ども家庭支援センターぱすてる 547 2,958 340 
 

（前年度の成果） 

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 

子ども相談センターを補完して、地域の児童福祉に関する家庭等からの相

談について、専門的な知識及び技術を必要とするものの助言を実施。 

また、市町村の求めに応じた技術的助言、管内里親の委託向上に資する家

庭訪問・相談支援等を実施している。 

 

 

 

 

 



２ 事業の評価と課題 

 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

○：必要性が高い、△：必要性が低い  

(評価) 

 

○ 

 

県内の児童虐待相談は年々増加しており、重篤な事案も発生し

ている中、家族の見守り、里親委託推進、児童家庭相談対応等を

柱に、児童家庭支援センターが果たす役割が高まっている。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得

られていない  

（評価） 

 

○ 

 

児童家庭支援センター職員の高い専門性や、資質向上による相

談対応機能強化により、専門的知識を持つ地域の民間相談機関と

して、虐待相談の受付と対応の充実を図ってきた。 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある  

(評価) 

 

○ 

県子ども相談センターや市町村との連携を図り、要保護児童の

保護を行うなど地域における虐待対応体制を強化し、児童虐待へ

の対応を進めている。 

 

（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 
複雑化・高度化する児童養護を取り巻く諸課題に的確に対応するため、児

家センのあり方・子相との関係再構築が求められている。県にて定めた「児

童家庭支援センター整備・運営基準」に基づき、各圏域にて子相を補完した

相談援助及び指導体制を確立する必要がある。 

 

（次年度の方向性） 
・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今

後どのように取り組むのか 

子相の補完機関として、制度上、子相の対応が手薄になる部分、対応が困

難な部分を児家センに分担してもらうため「児童家庭支援センター整備・運

営基準」を策定。当基準に基づき、社会福祉法人から提出される補助金交付

申請内容を審査し、県が求める事業内容・水準をクリアする法人へ運営費補

助金を交付する。 

 


